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公認会計士等の異動及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 23 年 2 月 28 日付けで、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項および第 2 項の監査証明

を行う公認会計士等の異動がありましたので、下記の通りお知らせいたします。当該異動に伴い、同日

開催の監査役会において、会社法第 346 条第 4 項及び第 6 項に基づき、一時会計監査人の選任を決議し

ております。 

 

１． 異動に係る公認会計士等 

 （1）就任監査法人の名称、所在地及び業務執行社員の氏名 

 名称  清和監査法人 

 事務所所在地 東京都千代田区霞ヶ関３－２－１ 

 業務執行社員氏名 南方美千雄、江黒崇史 

 （2）退任監査法人の名称、所在地及び業務執行社員の氏名 

 名称  東陽監査法人 

 事務所所在地 東京都千代田区神田美土代町７番地 

 業務執行社員氏名 高木康行、米林喜一 

 

２． 異動年月日 

 平成 23 年 2月 28 日 

 

３． 退任する公認会計士等の直近における就任年月日 

 平成 15 年 11 月 10 日 

 

４． 退任する公認会計士等が直近３年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項 

 平成 21 年 11 月期の内部統制報告書に係る内部統制監査報告書において、除外事項を付した

限定付意見が付されております。内容は以下のとおりであります。 

 

記 

 会社は、内部統制報告書に記載のとおり、連結子会社 Financial China Information & 

Technology Co., Ltd.の財務報告に係る内部統制を当事業年度末日現在の内部統制の評価から

除外しているが、やむを得ない事情に相当するとは認められなかった。 
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 当監査法人は、内部統制報告書において評価範囲外とされた上記事項を除き、株式会社Ｔ＆

Ｃホールディングスの平成２１年１１月３０日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると

表示した上記の内部統制報告書は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係

る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要

な点において適正に表示しているものと認める。なお、内部統制報告書において評価範囲外と

された上記事項の連結子会社については、連結財務諸表に反映されており、これによる財務諸

表監査に与える影響はない。 

 

５． 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯 

 当社は、従来より全社的なコスト削減を進めて参りましたが、その一環として監査報酬につ

いても見直しを行い、双方合意のもとに東陽監査法人との契約更新を見合わせました。 

 東陽監査法人の退任により会計監査人が不在になることを回避し、適正な監査が継続される

体制を維持するため、会計監査人の選定を行ったところ、清和監査法人より一時会計監査人就

任の内諾を得たため、平成 23 年 2 月 28 日開催の監査役会において、清和監査法人を一時会計

監査人に選任いたしました。 

 なお、今回は、平成 23 年 2 月 26 日開催の当社第 10 期定時株主総会の付議議案として招集

通知に掲載する時機を逸したため、清和監査法人を一時会計監査人としたものの、当社は、今

後適切なタイミングで、株主総会における承認を経て、正式に清和監査法人を当社の会計監査

人として選任する意向であります。 

 

６． 上記理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する会計監査人の意見 

 特段の意見はない旨の回答を得ております。 

以上 


